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本資料の概要・構成

➢ 水道事業の広域化、広域連携については従来からその必要性が言われてきた。昭和５２年の水道法改正
では、水需要の増加に効率的に対応するために、法目的に水道の計画的整備を追加、広域的水道整備計
画規定を新設等が行われた。その結果、全国で都道府県営、企業団営による水道用水供給事業が進んだ。

➢ 平成３０年の水道法改正は、給水人口、給水量の減少（それに伴う施設、管路整備量の減少）及び水道
事業体の職員削減などで水道事業の基盤（経営面、技術面）が危うくなり、官民連携、広域連携で対
応しようとするためのもの ※改正法の説明資料として用いられた資料をスライド２～４に示す

➢ 改正法による広域連携推進の仕組みは都道府県が重要な役割を担う仕組み。※枠組みを示す資料をス
ライド５～９に示す。公営企業の経営という観点から総務省も関係しており、都道府県において水道行
政担当課ではなく、地方課、市町村課というような部署が主導している場合もある

➢ 広域連携の形態は当該地域の水道事業の現況や都道府県の態勢により様々。※これに関する資料をスラ
イド１０～１３に示す

➢ 広域化、広域連携の検討は、浄水場、配水池の統合再編や管路のダウンサイジングに関することに目が
向きがち、給水装置工事、給水申請事務については議論が疎か。特に水道用水供給事業を行っている
組織が議論のリーダー役になると給水工事に関する知見、関心が薄い。管工事業、管工事組合の立場で
早めに情報を入手し、意見を述べていくべき ※スライド１４
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水道事業の広域連携、広域化について（まとめ）

水道事業の広域連携、広域化、
官民連携推進は時代の趨勢。改
正水道法でも大きなポイント

管工事業協同組合はどのように対応していくべきなのか。
地元業者が活躍できる仕組みにすることが地域振興、災
害時の対応力強化に繋がることを主張すべき

広域連携・広域化
・どういう形態、方式で広域化が行われるのか？
・それによって組合運営、個々の管工事業者の業務にどういう影響が生じるか？
・浄水場等施設の再編に関心が集まりがち。事業運営、利用者対応なども重要テーマであるはず
・予め業界の意見、意向を水道事業者等に伝える必要はないか
・都道府県主導で枠組み検討が行われる場合は給水装置工事関係のことが置き去りにされるおそ
れ。中心的な水道事業体とも十分に意見交換し、組合等の考え方を伝える必要がある。

（例）給水装置工事の申請書式の変更、統一が行われるか
工事施工基準、材料に影響があるか

各種受委託業務の発注者が変わる可能性がある。入札契約方法に影響があるか 等々

官民連携推進・管工事業協同組合はどういう業務を受託しているか
・それら業務が引き続き受託できるか、入札契約方式に変更はないのか（より長期間かつ幅広く）
・水道事業者に官公需適格組合制度、中小企業対策の趣旨を理解してもらっているか
・新たな業務受託の可能性はあるのか
・包括委託、コンセッションが進んだ時に組合は置き去りにされないか
・官民連携の受け皿として民間同士の連携も必要ではないか
・スマートメーター等水道事業のデジタル化が進んだ時にも対応できるようにすべき
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